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令和２年度の東村山市障害者自立支援協議会の進め方について 

 

１．令和２年度の活動テーマ 

地域の関係機関によるネットワークの構築や「基幹相談支援センター」、「地

域生活支援拠点」などの事業が進むよう進捗の確認をするとともに、東村山市

における障害福祉の課題を整理し、解決策を検討する。 

 

２．各会議体の役割 

（１）定例会 

① 引き続き、運営方針の策定及び全体の進行管理を行う。令和２年度は３

回開催する。 

② 研修会等の実施を企画する。 

 

（２）専門部会 

  ①相談支援部会  

  「障害者（児）が住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよ 

う、地域の社会資源を活用した、相談支援の実施にむけて」 

１）事例検討を通して相談支援専門員のスキルアップを図るとともに、

新たな地域課題の把握及び課題の抽出を行う。 

２）引き続き、障害福祉サービス事業所や他の福祉分野等との意見交

換・情報共有の場を持つ。 

 

   ②就労支援部会 

   「東村山の障害者就労支援のあり方を求めて」 

１）相談者、関係機関に必要な情報が届くよう情報発信に取り組み、さら

なる地域課題の把握とネットワーク作りに努める。 

２）多様な就労のあり方と必要な支援について検討する。 

 

（３）運営会議(事務局) 

各会議の事前調整及び進行管理を行う。会議は必要に応じて開催する。 

 

３．年間スケジュール 

  【別紙】参照 
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令和２年度 

東村山市障害者自立支援協議会 年間スケジュール 

日時 会議名等 場所 

４月９日（木） 運営会議 社協 会議室３ 

（中止）４月１６日（木） 第１回 相談支援部会 地域福祉センター地域福祉活動室 

（中止）５月２１日（木） 
第２回 相談支援部会 

（事例検討） 
地域福祉センター地域福祉活動室 

（中止）５月２５日（月） 第１回 就労支援部会 社協 会議室１，２ 

６月１６日（火） 運営会議 社協 地域福祉活動室 

（中止）６月１８日（木） 第３回 相談支援部会 地域福祉センター地域福祉活動室 

７月１６日（木） 

午前１０時 

第１回 相談支援部会 

 
地域福祉センター地域福祉活動室 

７月２９日（水） 

午後３時 
第１回 就労支援部会 社協 地域福祉活動室 

８月１１日（火） 

午後２時 

令和２年度第１回 

協議会定例会 

・委員改選 

・第４期任期開始 

９月１７日（木） 

午前１０時 

第２回 相談支援部会 

・部会長、副部会長選任 
地域福祉センター地域福祉活動室 

９月２８日（月） 

午後３時 

第２回 就労支援部会 

・部会長、副部会長選任 
社協 会議室１，２ 

１０月 
・運営会議 

・自立支援協議会研修会 
 

１０月１５日（木） 
・専門部会間交流会 

・研修会 

地域福祉センター地域福祉活動室 

１１月～１２月頃 
令和２年度第２回 

協議会定例会 
 

１１月１９日（木） 

午前１０時 
第３回 相談支援部会 地域福祉センター地域福祉活動室 

１１月３０日（月） 

午後３時 
第３回 就労支援部会 社協 会議室１，２ 
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１２月 運営会議  

１２月１７日（木） 

午前１０時 

第４回 相談支援部会 

（事例検討） 
地域福祉センター地域福祉活動室 

令和３年 

１月２１日（木） 

午前１０時 

第５回 相談支援部会 地域福祉センター地域福祉活動室 

１月２５日（月） 

午後３時 
第４回 就労支援部会 社協 会議室１，２ 

２月 運営会議  

２月１８日（木） 

午前１０時 

第６回 相談支援部会 

（事例検討） 
 

２月～３月頃 
令和２年度第３回 

協議会定例会 
地域福祉センター地域福祉活動室 

３月１８日（木） 

午前１０時 
第７回 相談支援部会 地域福祉センター地域福祉活動室 

３月２２日（月） 

午後３時 
第５回 就労支援部会 社協 会議室１，２ 

 

○専門部会の開催スケジュール 

・相談支援部会 

 毎月 第三木曜日 午前１０時から午後１２時 

・就労支援部会 

 隔月 最終月曜日 午後３時から午後５時 

 

○自立支援協議会定例会主催研修会の開催 

 

○この他、ワーキンググループの開催等必要に応じて会議を設定する。 

 

以上 


